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　　職員を採用しましたが、給与額が求人票の記載と違う
と言われました。本人の経験を踏まえて変更したのです
が、求人票のとおり支払わなければいけないのでしょう
か。労働条件の明示について教えてください。

　　基本的には、賃金等、社会情勢や経営によって変動す
る条件については、合理的な範囲の変更は可能です。しか
し、雇用期間の定めや退職金の有無等、応募者が求人票
のとおりを期待することに合理性がある場合は、その条件
の変更は、採用時に明確な合意が成立しなければ、求人票
の記載が労働契約の条件となる、といえるでしょう。
　まず、労働契約は一方が「労働を提供」し、他方が「賃金
を支払う」ことを合意すると成立する、とされています。具
体的な労働条件を決めなくとも労働契約は成立するので
す。ならば、「従業員募集！委細面談、給与応相談」等の曖昧
な募集でもよいのかというと、当然ながら許されていませ
ん。職業安定法・労働基準法において、募集時と採用時の
2回、労働条件の明示が義務づけられているからです。有
期契約については、「更新の有無」「更新の基準に関する事
項」が、パートについては、「昇給・賞与・退職金の有無」が
入っていますし、重要な項目については書面で明示するこ
とも決められています。
　そもそも求人票には、その時点で想定される就業場所
や賃金額等を記載することで足り、決定事項を書くことま
では求められていません。通常は、本人の能力・経験、経営
状況等を勘案し最終決定するため、求人票との差違はあ
り得ることで、求人票は目安以上のものではありません。
　ただ、注意すべきなのは、求人票に明示した労働条件を
変更した場合は、速やかに内容の修正をし、応募者があれ
ば変更の通知をする必要がある、ということです（H30.1
施行）。その他、「募集時の条件を変更する可能性があると
きは、事前にその旨掲載しておく」、「変更の通知は、応募
者が検討できるよう余裕を持って行う」などの配慮も必要
です。また、変更の理由も回答できるようにしておきます。
仮に、能力や経験に応じて給与額に幅を持たせているの
であれば、誤解を招かないよう、その旨を明確に記載すべ
きでしょう。正確な記載や変更の通知を怠ると、ご質問の
ような紛争が起こります。

　裁判例では、「実際に支給された賃金額が求人票の額
を下回った場合」でも、求人票はあくまでも「見込額」で
あって直ちに確定額になるわけではない、とし、差額が認
められなかった例がある一方、「前年度の実績などを元
に、最低これだけは支給します、等の記載をした場合」や、
「求人票に有りと記載された退職金について、使用者が採
用時においても変更の意思表示をしなかった場合」等に
おいては求人票の記載が労働契約の内容となる、とした
例もあります。これは、求人票の記載が、「見込み」と「確定
的なもの」のいずれなのか、という当事者の合理的意思解
釈によって判断しているものと考えられます。なお、使用
者が求人票や面接時において約束していた内容を、何ら
説明もなく採用後変更していた、など、労働契約の締結に
至る過程で使用者に信義に反する言動があると、慰謝料
請求が認められることもあります。
　労働条件の明示義務の範囲が拡大されていく中、今後
は、適切な明示や変更通知を行っていない場合、それは、
変更後の条件での労働契約の成立について、一つの否定
的要因となるのではないでしょうか。
　それゆえ、採用時の労働条件の明示は、一方的な通知
ではなく、「労働契約書」を取り交わし、従業員が確定した
労働条件を合意したことを明確にするようにしましょう。
最低限、「労働条件通知書」の控えに従業員の受領サイン
を残すこと、書面の交付が義務付けられていない事項に
ついてもできる限り書面に記載すること等をお勧めいた
します。
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令和元年9月4日収載の新医薬品
商品名 一般名 備考

【内 用 薬】

急性骨髄性白血病治療薬
(FLT3阻害剤)

男性における夜間多尿・夜間頻尿治療薬
(脳下垂体ホルモン剤)

NTRK融合遺伝子陽性固形がん治療薬
(ROS1/TRK阻害剤)

会社名

ヴァンフリタ錠17.7mg､26.5mg

ミニリンメルトOD錠25μg､50μg

第一三共

フェリング

キザルチニブ塩酸塩

デスモプレシン酢酸塩水和物

令和元年８月15日承認の初後発医薬品
先発品（会社名）

【内 用 薬】

ゼチーア錠(MSD/バイエル)

薬効［薬効分類番号］

エゼチミブ 脂質異常症治療薬［218］ 錠10mg（1社）

イメンドカプセル(小野)アプレピタント 制吐剤［239］ カプセル80mg､125mg､セット(2社)

ウリトス錠(杏林)/ステーブラ錠(小野)イミダフェナシン 蓄尿障害治療薬［259］ 錠0.1mg/OD錠0.1mg(1社)

ジャドニュ顆粒分包(ノバルティス)デフェラシロクス 鉄過剰症治療薬［392］ 顆粒分包90mg､360mg(1社)

エプジコム配合錠(GSK)ラミブジン/アバカビル硫酸塩
〈ラバミコム配合錠〉 抗HIV薬［625］ 配合錠(1社)

トランスサイレチン型家族性アミロイド
ポリニューロパチー治療薬オンパットロ点滴静注2mg/mL Alnylam Japan パチシランナトリウム

ロズリートレクカプセル100mg､200mg 中外 エヌトレクチニブ

※詳細については添付文書、もしくは薬価収載日の官報等でご確認下さい。

医薬品新規収載関連ニュース 医薬品情報

【参考】 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 医薬品第一部会（2019年4月26日・5月28日）、
　　　 医薬品第二部会（2019年4月19日・5月30日）資料、各添付文書・インタビューフォーム

【参考】 8月15日付医薬品承認情報(日刊薬業 行政資料：https://nk.jiho.jp/gyosei/)、日刊薬業(2019年8月16日)、各添付文書、保険薬事典(じほう)          

【注 射 薬】

2型糖尿病治療薬
（持効型インスリンアナログ製剤/
GLP-1受容体作動薬配合注）

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ ノボ
インスリン デグルデク（遺伝子
組み換え）/
リラグルチド（遺伝子組換え）

肝類洞閉塞症候群（肝中心静脈閉塞症）
治療薬デファイテリオ静注200mg 日本新薬 デフィブロチドナトリウム

発作性夜間ヘモグロビン尿症治療薬
（抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤）ユルトミリス点滴静注300mg アレクシオン ラブリズマブ（遺伝子組換え）

マクロライド系抗菌薬点眼剤アジマイシン点眼液1％ 千寿=武田 アジスロマイシン水和物

【外 用 薬】

COPD治療薬
(LAMA/LABA配合吸入剤）ビベスピエアロスフィア28吸入 アストラゼネカ グリコピロニウム臭化物/

ホルモテロールフマル酸塩水和物

インフルエンザウイルス感染症治療薬
(ノイラミニダーゼ阻害剤）イナビル吸入懸濁用160mgセット 第一三共 ラニナミビルオクタン酸エステル水和

物

COPD治療薬
(ICS/LAMA/LABA配合吸入剤）ビレーズトリエアロスフィア56吸入 アストラゼネカ ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/

ホルモテロールフマル酸塩水和物

統合失調症治療薬
（SDA(セロトニン・ドパミン受容体拮
抗薬)経皮吸収型製剤）

ロナセンテープ20mg､30mg､40mg 大日本住友 ブロナンセリン

成分名
〈統一ブランド名称〉

剤形・規格
（承認を受けた会社数）

【注 射 薬】

エリル点滴静注液(旭化成ファーマ)ファスジル塩酸塩 くも膜下出血治療薬［219］ 点滴静注液30mg（1社）

ファンガード点滴用(アステラス)ミカファンギンナトリウム 抗真菌薬［617］ 点滴静注用50mg､75mg（1社）

デノシン点滴静注用(田辺三菱)ガンシクロビル 抗サイトメガロウイルス薬［625］点滴静注用500mg（1社）

【外 用 薬】
パルミコート吸入液(アストラゼネカ)ブデソニド 気管支喘息治療薬［229］ 吸入液0.25mg､0.5mg（1社）




